
（アウトプット指標による目標）

（アウトカム指標による目標）

一般会計/特別会計
（特会の場合には名称も記

載）
　　　　一般会計

事業の内容
（予算については、
予算の使途及び

予算を交付等する対象者
を明記）

本事業は日本企業の海外活動に対する円滑な資金供給の確保等のため、アジア諸国に対し金融インフラ（法制度や決
済システム等）整備の技術支援を行うものである。

本事業における平成24年度補正予算額の手当は無いが、同年度一般予算における予算額は3,198.3万円である。本経
費は、金融インフラ整備の支援を行うために必要なセミナー開催費用、委託調査費等であり、予算を交付する対象者は
セミナー運営業者や専門機関（シンクタンク）等である。

実施方法 　■直接実施　　 ■委託・請負　　　□補助金　　　□負担金　　　□交付金　　　□貸付金　　　□その他（　　　）

平成24年度補正予算額 ―

アウトプット指標（進捗指標）

アウトカム指標（効果指標）

事業の進捗状況

予算の執行状況

（進捗実績、
今後のスケジュール）

執行早期化のために
講じている工夫

本事業では、当庁はアジア諸国に対し、金融インフラ整備のための技術支援を関係省庁・機関、民間セクターと連携して
実施している。金融インフラ整備支援の主な取組みとして、ベトナムの証券市場整備支援及びミャンマーの証券取引法
整備支援（財務総合政策研究所と協働）がある。こうした技術支援を金融規制緩和要望と一体的に実施している。

最近（2013年３月末時点）では、新たに以下の４つの取り組みを行った。
・ベトナム及びインドネシアにおける電子記録債権制度に関するセミナー
・ベトナム証券委員会向け証券監督支援セミナー（本セミナーは上記ベトナムの証券市場整備支援の一環として行ってい
る。）
・ミャンマーにおける金融インフラ整備支援のための基礎的調査
・インドネシアにおける金融インフラ整備支援のための基礎的調査
いずれの取り組みも2013年２月に民間企業の公募を行い、2013年３月末までに全ての取り組みが終了している。

2013年５月３日に開催した日ASEAN財務大臣・中央銀行総裁会議を受けて、日本とASEAN各国との二国間金融協力を
強化するために、「日本は、ASEAN諸国の金融システム、金融インフラ及び金融監督の改善に資する技術協力を重点
化」する旨及びインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイとの間ではジョイントワーキンググループという
今後の金融協力の強化に関する協議を行う場を設ける旨を公表している。
特になし。

アジアにおける金融インフラ整備支援を行うにあたり、アジア諸国の金融行政担当者等を対象としたセミナーの開催や、
法制度整備支援等の技術支援及び金融インフラ整備を行うための委託調査等を行う。セミナーについては、2013年3月
末までに２件、委託調査についても、同月末までに２件を行う（詳細は事業の進捗状況を参照）。

本施策（金融インフラ整備支援）は、我が国企業がアジア経済圏でビジネス展開を円滑に行うための環境整備であって、
その効果は中長期的かつ総合的に評価されるべきものであり、短期的に需要・雇用といった定量的な指標で評価するこ
とには必ずしも馴染まないと考えられる。金融インフラの整備の進捗状況を定性的に確認する方法としては、一定期間後
に調査を行うことが考えられ、施策の状況に鑑み、今後の対応を検討する。

事業に関するURL
（事業実施場所、補助先等）

特になし。

対策における施策の名称
アジアの金融インフラ整備支援：日本企業の海外活動に対する円滑な資金供給の確保等のため、アジア諸国に対し金
融インフラ（法制度や決済システム等）整備の技術支援を行う。（予算措置以外）

（事業名） アジアの金融インフラ整備支援 新規/既存 □新規　　　■既存

対策の柱立て（小区分①）

担当課 総務課国際室

対策の柱立て（小区分②） ①日本企業の海外展開支援、海外投資収益の国内還流の円滑化等

事業番号 238

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート（金融庁）

対策の柱立て（大区分） Ⅱ．成長による富の創出

担当部局 総務企画局

対策の柱立て（中区分）
３．日本企業の海外展開支援等
（４．金融資本市場の活性化等【再掲】）

国 

【進捗ステップのイメージ図】 

専門機関（シンクタンク等） 

調査委託費 

委託済（2013年２月） 

セミナー・研修 

会議委託費 

委託済（2013年２月） 


